
 

船舶事故調査報告書 

令和４年４月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年７月２１日 １１時１０分ごろ 

発生場所 兵庫県明石
あ か し

市林
はやし

崎漁港北西方沖 

 林崎港５号防波堤灯台から真方位３１５°１,１２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３９.１′ 東経１３４°５７.５′） 

事故の概要  水上オートバイレッツ及び水上オートバイ R X P
アールエックスピー

- X 2 6 0 R S
エックス   アールエス

は並走して遊走中、水上オートバイ RXP-X260RS が左転した際、両船

が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年８月３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ レッツ、０.２トン 

２４０－６６７８９兵庫、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ RXP-X260RS、０.１トン 

   ２４３－４０１２５岐阜、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ 軽傷（船長Ａ） 

Ｂ 重傷（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首船底部に破口 

Ｂ 船首部に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人が操船するＢ船及び‘別の

知人の水上オートバイ’（以下「Ｃ船」という。）と３隻で遊走を開始

し、船長ＡがＢ船の左舷後方間近を並走していたところ、Ｂ船が急に

左転したので、どうすることもできず、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ａ船及びＣ船と遊走を開始し、

Ａ船の右舷船首方をＡ船と並走中、急に左転したところ、船首部がＡ

船の船底部に衝突した。 

船長Ａ及び船長Ｂは、共に救命胴衣を着用しており、衝突後、それ

ぞれ落水し、付近のＣ船に救助された。 

分析  

 

Ａ船は、Ｂ船と遊走中、Ｂ船の左舷後方間近を並走していたとこ

ろ、Ｂ船が急に左転して接近したことから、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船は、Ａ船と遊走中、Ａ船の右舷船首方間近を並走中、急に左転

したことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 



 

原因 本事故は、Ａ船及びＢ船が、並走して遊走中、Ｂ船が急に左転して

接近したことにより、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、遊走時、近距離で並走しないこと。 

・船長は、変針する際、周囲の状況を見て、他船と接近しないこと

を確認してから変針すること。 

・船長は、他船と並走の状況である場合、他船が前路に進出した際

にも衝突を回避できるように並走の幅を十分に確保すること。 

 


